
 

 
 
 

保存版  

加入対象となる労働者の範囲 

 

 

 

 社会保険 労働保険 

 健康保険・厚生年金保険 雇用保険 労災保険 

基
本
的
な
と
ら
え
方 

適用事業所に常用的に使用されている、次に揚げ

る者以外は、本人の意思、国籍、報酬の多少に関わら

ず被保険者となる。 

ただし、健康保険では、原則として日本国内に住所

を有する 75 歳以上の人、厚生年金保険では 70 歳以

上の人を除く。 

(１) 日々雇い入れられる者（1 ヵ月以内） 

(２) 2 ヵ月以内の期間を定めて使用される者 

(３) 季節的業務に４ヵ月を超えずに使用される者【例：

酒造製茶等】 

(４) 臨時的事業に６ヵ月を超えずに使用される者【例：

博覧会等】 

次に揚げる労働者以

外は、被保険者となる。 

(１) 季節的事業に４ヵ月

以内の期間を予定し

て雇用される者 

(２) 昼間学生や週２０時

間未満のパートタイ

マー 

※65 歳以上の方も雇用

保険の適用対象となりま

す 

労働の対価として賃金

をうける全ての労働者が

対象 

※労働保険事務組合と

労働保険の事務委託を

した場合、中小企業の事

業主・法人の役員・家族

従事者も、労災保険に加

入できます（特別加入）。 

特別加入をご希望の方

は当事務所までご相談

下さい。 

短
時
間
就
労
者 

労働時間及び労働日数が正社員の３／４以上であっ

て、常用的使用関係が認められれば被保険者となる。 

 

次の２要件に該当し、労

働条件等が文書で定め

られているときは被保険

者となる 

(１) １週間の所定労働時

間が２０時間以上あ

る 

(２) ３１日以上引き続き

雇用される見込みで

ある 

期間や労働時間に関係

なく、1日だけの短期アル

バイトも含めて全ての労

働者が対象 

 

 

※例えば１週間の会社で定めた労働時間が４０時間（１日８時間、週５日）の場合 

《週所定労働時間》     

                   0               10              20              30              40 時間   

    

雇用保険 雇用保険に加入できません 一般被保険者 

     

健康保険等 健康保険等に加入できません （※被保険者） 被保険者 

 

参考 日本年金機構 ・ 厚生労働省 ホームページ等 

Q&A 従業員が入社しましたが、加入すべき保険について教えてください 

平成 28 年 10 月から、従業員 501 人以上の会社の加入対

象が広がりました。平成 29 年４月からは、従業員 500 人以

下の会社で働く方も、労使で合意すれば加入対象になりま

す。 

※短時間労働者とは、勤務時間・勤務日数が、常時雇用

者の 3/4 未満で、以下の①～⑤のすべてに該当する方 

①週所定労働時間が 20 時間以上 

②賃金の月額が 8.8 万円以上 

③雇用期間が 1 年以上見込まれる 

④学生でない 

⑤以下のいずれかに該当する 

ⅰ)従業員が５０１人以上の会社（特定適用事業所）で働い

ている 

ⅱ)従業員が５００人以下の会社で労使合意がされている 
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 社会保険・労働保険Ｑ＆Ａ    
Ｑ ：法人代表者や労働者が加入する保険を教えてください 

Ａ ：法人代表者、個人事業主、法人役員、労働者によって、加入できる保険は異な

ります 

・法人代表者は、法人から報酬を受けている限り、社会保険の加入は義務となります。その他、

労災保険については基本的には対象外ですが、従事する事業によっては特別加入制度が適用さ

れます。 

・個人事業主とその家族の従業員は社会保険には加入できません。その他、労災保険について

は基本的には対象外ですが、従事する事業によっては特別加入制度が適用されます。 

・法人役員（代表者を除く）は、常勤か非常勤かによって加入する保険が変わります。 

・労働者は、契約期間や一週間の勤務時間によって加入する保険が変わります。  

 契約期間 一週間の勤務時間 
社会保険 労働保険 

健康保険 
介護保険 

厚生年金 
保険 

雇用保険 労災保険 
法人 

代表者 
- 常勤 ○ × 

× 
（特別加入○） 

個人 
事業主 

(家族 

従業員) 

- - × × 
× 

（特別加入○） 

法人役員 
(代表者を

除く) 
- 

常勤 ○ × 
× 

（特別加入○） 
非常勤 × × 

× 
（特別加入○） 

労働者 
(試用期

間でも要

件を満た

せば加

入) 

1 日～ 
31 日未満 

30 時間以上 × × ○ 
20 時間以上～30 時間未満 × × ○ 
1～20 時間未満 × × ○ 

31 日以上～ 
2 か月未満 

30 時間以上 × ○ ○ 
20 時間以上～30 時間未満 × ○ ○ 
1～20 時間未満 × × ○ 

2 か月以上

～ 

30 時間以上 ○ ○ ○ 

20 時間以上～30 時間未満 
 特定適用事業所 ○ 
任意特定適用事業所○ 
特定適用事業所以外× 

○ ○ 

1～20 時間未満 × × ○ 
※上記 30時間は一週間の所定労働時間が 40時間の場合 

 1 週間の所定労働時間が 40時間未満の場合は「週所定労働時間×４分の３」に読み替える 

特定適用事業所：常時５００人超の事業所 等 

任意特定適用事業所：労使合意（働いている方々の２分の１以上と事業主が合意すること）に

基づき、特定適用事業所となった事業所 

 


